














76 従来型経営監視システムに関する若干の考察

存在 を認めるとするならば, ドイツ型の監査役会

が持つ機能に近 くなるが,反面米国型の一層制に

類似 した日本型取締役制度が持つ機能を減殺する

ことになるもの と思われるし,そうした取締役制

度 と従前の監査役制度 との重複 ･兼任を認めるこ

とが果た して必要性なのか とい う問題 も出て くる

ものと思われる｡

なあ 観点が異なるが,監査役が取締役会にお

いて議決権を持たないことは監査機能を担 う者の

独立性を保つためであるとする見解 もある (倉津

康一郎 ｢監査役 と取締役会｣商事法務 1296号

(1992)16頁,同旨,奥島前掲注 15)59頁参照)0

124) なお米国では,業績不振 を理由としたものであ

るが,1992年か ら1996年の問に,ゼネラルモー

タースやコンパ ックといったフォーチュン500企

業の 125人のCEO達が取締役会によって交替 さ

せられているとい う (SeeHAMILTON,THELAWOF

CoRPORATIONS,SuPranote95,at410)0
125) もっとも, ドイツ型では,別個独立 した経営体

の監督機関が制度 として設けられているが,これ

も前述のように法が予定 していたようには機能 し

ていない ようである (正井前掲注 108)ジュリス

ト,74頁)0

126) なお,米国では,改革の要がこれまでのCEO

中心の考え方や文化 を改めることであることを強

調 し,末だCEO中心文化が存在 していることを

認める見解 (Ide,suz)ranote98,at834,871)か

ら,取締役の選任に対するCEOの影響力が劇的

に低下 していて,CEOは今や企業の .)-ダーと

してよりも,企業の最高位の従業員として見 られ

てい る とい った見解 (HAMILTON,THE LAW OF

CoRPORATIONS,Subranote95,at408,412)まであ

る｡

127) 模範会社法 (ModelBusinessCorporationAct
of1987)では,取締役会の下部機構 としての委

員会について,｢取締役会は 1個 または数個の委

員会を創設 し,取締役会の構成員がそこで服務す

るように任命することができる｡各委員会は,敬

締役会の意ノ馴 こ従 って服務する2名以上の委員を

有 しなければならない｡｣ とい う一般的な規定 を

おいているだけである (§8.05条 (a).0'KELLEY

&THOMPSON,SuPranote106,at53)｡また,Com一

mitteeonCorporateGovernance,ABA,CoゆO-
rateDirector'sGuidebook,59BUs.LAW.1057.

1085(4thed.2004)紘,｢委員会の組織は,取締

役会の構造や規模 とい った多様性によって異なり

一様 にさだめるのは適当でない｣ としてい る｡

ALI(AmericanLaw Institute)でも,法律をも

って設置することを求めているのは,監査委員会

のみで, しかも大公開会社に限定 している｡ALI

PRNCIPLES§3.05.0'KELLEY&THOMPSON,SuPra
note106,at265;AL‥PRINCIPLES§3A.02(証券

取引法研究会前掲注 5)20頁)｡

128) なあ SOX法の概略については,拙著 ｢新会

社法 と監査役 ･監査委員会制度一効果的な経営監

視機能の強化の観点から｣横浜弁護士会 『専門実

務研究』第 1号 (2007)37頁以下参照のこ と｡

また,｢TheSarbanes一〇Ⅹ1eyActof2002,の具体

的 な内容 について は,Sarbanes-0Ⅹley Actof
2002,Pub.LNo.107-204,116Stat.745(codified

inscatteredsectionsofll,15,18,28,and29

U.S.C.)(2002),availableathttp://uscode.house.

gov/search/criteria.shtml(lastvisitedDec.12,

2005);http://news.findlaw,com/hdocs/docs/gw-
bush/sarbanesoxleyO72302.pdf(lastvisitedDec.

12,2005)[hereina允erSarbanes-0Ⅹley Act]･,

TheSarbanes一〇Ⅹ1eyActof2002,Summaryof

KeyProvisionsofInteresttolnternalAuditors,

http://www.theiia.org/iia/guidance/issues/sar-

banes-oXley.pdf(lastvisitedSep.1,2005)を参

照のこと｡

129) SeeJamesHamilton& TedTrautmann,Re-

SponslbilitiesofCorporateOfficersandDirectors

underFederalSecuritiesLaw25(CCHIncorpO-

rated.2002);Brian Kim,RecentDeL)elopment:

Sarbanes-OxleyAct,40Harv.J.onLegiS.235-236

(2003):Ide,Supranote98,at855.なお,Robert

Romano,TheSarbanes-OxleyActandtheMak-

ingofQuackCorpwateGovernance,ECGI,Euro-

pean CorporateGovernancehstituteFinance

Working Paper No.52/2004,16,18(2004)

(availablefromtheSocialScienceResearchNet-

workeLibraryathttp://ssrn.com/abstract-
596101)は,最 も重要なことは,この法が,州法

では義務づけられていなかった監査委員会のよう

な委員会の構成はもちろん,取締役会の構成 を義

務づけた とい うことであると述べている｡

130) 岩崎前掲注 8)36頁Oなあ 同氏は,こうした

実態から監査役制度をどうい じろうと,取締役会

の無機能な現状を打破 しない限 り,監査役制度の

充実はあ りえない としている (岩崎前同36頁)0

131) 日本は,これまで持合やメインバ ンク制等によ

る安定株主方策が とられてきたことから証券市場

における株式の流動性が低かったが,米国では,

株式所有者は個人 と機関投資家を主体 とする分散

型であり,流動性の高い証券市場を形成 してきた｡

その結果,機関投資家等の株主 との連携により社

外取締役制度が発達 してきた といわれている (鈴

木直次 ｢米国におけるコーポレー ト･ガバナンス

の歴史的展開｣監査役 494号 (2004)44頁以下

が詳 しい)｡また,米国の連邦 レベルでは,投資

家に対する市場の信頼確保 とい う観点から,SEC

(Security & ExchangeCommission一連邦証券

取引委員会)が重要な役割 を担い,このSECの

働 きによって社外取締役制度 と委員会制度が普及

し,他方州 レベルでは,州裁判所の独立取締役 を

奨励する判例理論が取締役会における独立取締役

の過半数の形成を促進 してきたとい う歴史的な背

景 と経過がある｡

132) もっとも,企業不祥事を防止 し,透明性を確保

することで,市場の信頼 を回復 ･維持することを

意図 して制定 されたSOX法は,会社は法によっ

て監視 ･監督 されなければならない とい う信念に

基づいたものであるといわれている (Kin,Supra
note129,at236)｡そして,こうした法による強

制的な規制 をめざす連邦法が,伝統的な州法の領

域にまで踏み込み始めていることについては,前

掲注 129)参照｡

133) もっとも,米国で も,1970年以前は,ほ とん

どの公開会社が,主 として社内取締役 とCEOで

構成 された経営優先型の取締役会であった (Ham-

ilton,THELAWOFCoRPORATIONS,SuPranote95,at



神奈川大学ロージャーナル 第 1号

406)0
134) なお,この点について, 日本でも最近執行役員

制度が導入 され始めていることについては,前掲

注 69),また,平成 14年改正で導入 された米国

型委員会制度については,拙著前掲注 128)49-

52頁参照｡

135) SeeRomano,SuPranote129,at15;Lin,Supra
note98,at904-909.

136) なお,SOX法については,外部監査人お よび

監査委員会のメンバーそして上級執行役員の役割

には,目を向けているが,取締役会の役割につい

ては触れていない し,その構成員が其の役割 を果

たすために必要な最低限の質についても明らかに

していない とい う批判 もある (SeeKim,Supra
note129,at250)0

137) この委員会制度の導入は,制度間競争を促すこ

とで,企業統治の実効性が期待 されるからと説明

されていたが (始関正光 ｢平成 14年改正商法の

解説 (Ⅴ)｣商事法務 1641号 27頁),その採用の

77

推移は,2003年 44社,2004年 59社,2005年 67

社,2006年 70社,2007年 72社 (2007年 8月 21

日現在, 日本取締役協会調べ より) と思 ったほど

増加 していない｡

138) 米国の州会社法制定の基本概念が (定款自治を

含む)｢会社契約 自由の原則｣にあることについ

ては,玉井利幸 ｢アメリカにおける会社契約自由

の原則- ファイナンス的な観点から｣一橋論叢第

131巻第 1号 (2004)31頁参照｡

139) 日本取締役協会金融市場委員会,2007年 10月

17日 ｢公 開 会 社 要 綱 案 11｣(http://www.jac°.
report/071017_01report.pdf)参 照｡な お,この

要綱では,有価証券報告書会社 (具体的には,金

融商品取引法 24条 1項に規定す る ｢上場会社｣

｢店頭登録会社｣｢公募 をした会社｣｢外形基準適

用会社｣の4種類の会社)を公開会社 とし,会社

法の特例 とすることで,証券市場 と一体 としての

公開会社制度のあ り方を求めている｡


